
NO 単位 単価(円)

1 安定型混合廃棄物 kg 35

管理型混合廃棄物

石膏ボード混入 kg 120

その他混入 kg 160

廃木材 kg 17.5

管理型品目混入 kg 55

その他木くず kg 55

がれき類 kg 25

安定型品目混入 kg 35

管理型品目混入 kg 55

コンクリートガラ kg 2.4

ガラス及び陶磁器くず kg 15

安定型品目混入 kg 35

管理型品目混入 kg 55

グラスウール ㎥ 2,000

金属くず kg 1.8

安定型品目混入 kg 15

管理型品目混入 kg 20

プラスターボード(新切材） kg 90

※水濡れ、壁紙付着 不可 kg 100

解体ボード kg 155

管理型品目混入 kg 170

紙・ダンボール ㎥ 1,500

付着物あり ㎥ 4,000

廃プラスチック類 ㎥ 12,000

安定型品目混入 ㎥ 14,000

管理型品目混入 ㎥ 15,000

硬質系廃プラスチック ㎥ 17,000

枚 1,500

㎥ 3,000

NO 単位 単価(円)

11 廃タイヤ 本 1,000

12 ソファー類 台 3,000 建設現場・解体・改修工事から搬出されたものに限る

13 タタミ類 枚 3,000 建設現場・解体・改修工事から搬出されたものに限る

14 耐火金庫 kg 100 建設現場・解体・改修工事から搬出されたものに限る

15 スプリングマット、スプリングボトム 枚 3,000 建設現場・解体・改修工事から搬出されたものに限る

16 業務用家電製品 ｋｇ 50 建設現場・解体・改修工事から搬出されたものに限る

※上記以外のものは電話にてお問い合わせください。

※排出事業者様へ　事前に産業廃棄物処理委託契約書の締結が必要となります。

令和6年9月1日以降

種類 及び 名称 摘要

廃プラスチック類、がれき類、金属くず、ガラス及び陶磁器くずなど安定型品目の混合物

2

kg 55
紙くず、ダンボール、木くずの管理型品目の混合物
木毛板、窯業系サイディング、押出成形セメント板、ケイカル板、繊維くず

石膏ボードが混入（50％以下）した混合廃棄物

混合物に上記以外の品目が混入された廃棄物

3

ベニヤ、サンギ、角材、木製建具（釘つき可）、木製パレット

紙などの混入

木杭、枕木、おがくず、腐敗等、ＣＣＡ加工物

4

レンガ・ＡＬＣ・アスロック

廃プラスチック・金属類等が混入（50％以上）したがれき類

廃木材、紙くず等が混入（50％以上）したがれき類

直接リサイクル可能品（受け入れは要相談）

5

衛生陶磁器くず、ガラス・タイル

安定型品目が混入（50％以上）したガラス陶磁器くず

管理型品目が混入（50％以上）したガラス陶磁器くず

トンパック、ＰＰ袋、ビニール袋混入可

6

電線可

廃プラスチック、金属類等、安定型品目が混入（50％以上）

廃木材、紙くず等、管理型品目が混入（50％以上）

7

各メーカーリサイクル対応品（新切り材 フレコンパック入）

各メーカーリサイクル対応品（新切り材 産廃収集箱入）

各メーカーリサイクル不可品

廃木材、紙くず等、管理型品目が混入（50％以上）

8
現場から出る包装紙・壁紙・ダンボール等（ボイド不可）

油汚れ、プラスチック類の付着

9

ビニール、ＰＰバンド、ブルーシート、ゴムマット、タイルカーペット等の軟質系のプラスチック

がれき、金属類等、安定型品目が混入

廃木材、紙くず等、管理型品目が混入

ウレタンフォーム、スタイロフォーム、塩ビ管、Pタイル等の硬質系のプラスチック

10

解体費用
上記NO１～NO9の品目で機械･製品･工作物
などの解体作業が必要な物はご請求いたし
ます。

太陽光パネル(受け入れは事前に要相談)、複合板、プラパレットなどの板状の物

フロン回収済みの業務用エアコン、防炎シート、ネット、直径30㎝以上か長さが2m以上の塩ビ管やホース類
等。また三辺の長さの合計が3ｍ以上の物についても解体費をご請求いたします。

上記料金の摘要は令和7年3月31日までとし、関係法令等の改定により処理内
容・料金等が変更になる場合があります。
※当社は電子マニフェスト、電子処理委託契約にも対応しております。

種類 及び 名称 摘要

ホイール付1,500円、大型車用2,000円、大型車用（ホイール付3,000円）

受入れできない品目

丸喜運輸株式会社
●本社 〒007-0881 札幌市東区北丘珠1条4丁目2番1号

TEL：011-791-1708 FAX：011-791-1362

・一般廃棄物
・家電リサイクル法関連品目

・建設業に係る物で工作物の新築、改築又は除去以外で生じた木くず

・建設業に係る物で工作物の新築、改築又は除去以外で生じた紙くず

・NO1～NO9以外の産業廃棄物

・特別管理産業廃棄物

・特定有害産業廃棄物

・フロンが入っている物
・ＯＡ機器
・消火器

産業廃棄物中間処理施設

●マルキリサイクルステーション 許可番号 05120003700

札幌市北区篠路町拓北6-785

営業時間 8:00 ～ 16:00

日曜日と第２・第４土曜日は休業となります。

産 業 廃 棄 物 処 分 料 金 表 （処分場へ直接排出される事業者様用）


